
◆地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の

整備に関する法律案に対する附帯決議（平成 31 年４月 25 日 衆議院地方創生

に関する特別委員会）（社会教育関係抜粋） 

 

政府は、本法施行に当たり、次の事項に十分配慮すべきである。 

 

五 地方公共団体の長が公立社会教育施設を所管する場合にあっては、社会教

育の政治的中立性、継続性・安定性の確保、地域住民の意向の反映、学校教

育との連携等により、多様性にも配慮した社会教育が適切に実施されるよう、

地方公共団体に対し、適切な助言を行うこと。 

 

六 公民館の運営において、特定の政党に特に有利又は不利な条件で利用させ

ることや、特定の政党に偏って利用させるようなことは許されないが、公民

館を政党又は政治家に利用させることを一般的に禁止するものではないこ

とを、首長部局にも周知すること。 

 

七 本法の公立社会教育施設に関する規定の施行後三年を目途として、その施

行状況を検証し、必要があると認める場合には、社会教育の適切な実施のた

めの担保措置等について、所要の見直しを行うこと。 

 


